
第１回 難聴児への支援のあり方等検討会議 次第 

 

日時：令和３年５月 24 日（月） 

９時 30 分～12 時 00 分  

場所：兵庫県民会館 ３０３会議室館 

 

１ 開  会 

(1) 開会あいさつ 

(2) 座長選出 

 

２ 報告事項 

「県の難聴児支援の現状と課題」 

 

 

 

３ 協議事項 

就学前から学齢期、卒業後へ、関係機関との連携による支援体制の構築 

テーマ「難聴児への支援の現状と課題、今後の方向性」 

 

 

 

 

４ 閉  会 

(1) 事務連絡 

(2) 閉会あいさつ 

 



難聴児への支援のあり方等検討会議
第１回検討会議

令和３年５月24日（月）

兵庫県教育委員会事務局特別支援教育課
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Ⅰ 報告
「県の難聴児支援の現状と課題」
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内容

１ 兵庫県の特別支援教育と国の動向

２ 聴覚障害のある児童生徒の学びの場

（１）聴覚特別支援学校の現況と指導

（２）難聴特別支援学級の現況と指導

（３）通級による指導（難聴）の現況と指導

３ 聴覚特別支援学校のセンター的機能と研修
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１ 兵庫県の特別支援教育と国の動向

兵庫県の特別支援教育の基本理念

特別支援教育の推進

インクルーシブ教
育システム構築に
向けた特別支援教
育の充実

共生社会の実現に向け
たインクルーシブ教育シ
ステム構築のための特別
支援教育のさらなる充実兵庫県特別支援教育

推進計画
（平成19～23年度）

兵庫県特別支援教育
第二次推進計画
（平成26～30年度）

兵庫県特別支援教育
第三次推進計画

（平成31～令和５年度）
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ひょうごユニバーサル社会づくりの理念を踏まえ、障害のある幼児児童生徒のライフサイクルを
見通し、持てる力を高め、学習上又は生活上の困難を改善又は克服するために、一人一人の教
育的ニーズを把握し、きめ細かく、適切な教育的支援を行う。



兵庫県がめざす特別支援教育 → 共生社会の実現

キーワード

「縦横(ﾀﾃﾖｺ)連携」

１ 兵庫県の特別支援教育と国の動向

兵庫県特別支援教育第三次推進計画

Ⅰ 連続性のある多様な学びの場における教育の充実
～すべての学校園で取り組みつなぐ特別支援教育～ （縦の連携）

Ⅱ 連携による切れ目ない一貫した相談・支援体制の充実
～早期から卒業後へ支えつながる特別支援教育～ （横の連携）
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－平成31年度から令和５年度の５年間－

１ 兵庫県の特別支援教育と国の動向

本県がめざす特別支援教育

•すべての学校園において、すべての幼児児童生徒が、互いを認め合い、持て
る力を十分発揮し、自己実現に向けて集団の中で安心して学ぶことができ
ている。

すべての子どもが認め合い、安心して学べる環境（縦の連携）

•障害のある幼児児童生徒が、個別の教育支援計画等の引継ぎにより適切
な合理的配慮が提供され、学習することができている。

幼児児童生徒に応じた合理的配慮の提供（縦の連携）

•学校における支援の効果をより高めるため、障害のある幼児児童生徒が、
保護者や保健・福祉、医療、労働等の関係機関との連携による、切れ目ない
一貫した支援を受けることができている。

切れ目ない一貫した支援（横の連携）
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特別支援学級（小中）

特別支援学校（幼小中高）

通級による指導（小中）

少子化により学齢期の児童
生徒数が減少する中、特別な
支援を必要とする児童生徒
は大幅に増加している。

１ 兵庫県の特別支援教育と国の動向

兵庫県の特別支援教育に係る児童生徒数の推移

（年度）

（人数）
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１ 兵庫県の特別支援教育と国の動向

特別支援学校設置状況

県立 国立 市立 計
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H16 H19 H22 H25 H28 H31 R4 （年度）
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県立芦屋特別支援学校の狭隘化と、県立こばと聴覚特
別支援学校の老朽化への対応のために、令和４年４月に
阪神南地域新設特別支援学校開校予定
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１ 兵庫県の特別支援教育と国の動向
特別支援学校の児童生徒数の推移
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知的障害の児童生徒は増加
しているが、聴覚障害は減少
傾向にある。

（人数）

（年度） 9
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２ 聴覚障害のある児童生徒の学びの場

聴覚特別支援学校 難聴特別支援学級
通級による指導

「難聴通級指導教室」

両耳の聴力レベルがおおむ
ね60デシベル以上のものの
うち、補聴器等の使用によっ
ても通常の話声を解すること
が不可能又は著しく困難な
程度のもの
（学校教育法施行令第22条の3）

補聴器等の使用によっても
通常の話声を解することが
困難な程度のもの

補聴器等の使用によっても通
常の話声を解することが困難
な程度の者で、通常の学級で
の学習におおむね参加でき、
一部特別な指導を必要とする
もの

就学先決定の仕組みの見直し（平成25年学校教育法施行令の改正）

旧：就学基準に該当する障害のある児童生徒等は原則特別支援学校に就学する

新：障害の状態等を踏まえた総合的な観点から就学先を決定する

本人保護者の意向を最大限尊重しつつ、本人の教育を第一に考えて総合的に判断
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難聴児の切れ目ない支援体制構築と更なる支援の推進に向けた全国研修会 文部科学省行政説明資料より

２ 聴覚障害のある児童生徒の学びの場

学校教育法施行令第22条の３に該当する在籍者数

公立特別支援
学校への就学

を指定

公立小学校へ
の就学を指定

平成26年度 6,341 2,274

平成27年度 6,646 3,420

平成28年度 6,704 3,079

平成29年度 7,192 3,055

平成30年度 7,429 2,817

令和元年度 8,003 2,835

特別支援
学級

通常の学級
合計

うち通級

視覚障害 155 90 22 245

聴覚障害 300 256 177 556

知的障害 12,756 547 13,303

肢体不自由 957 276 24 1,233

病弱 666 149 1 815

重複障害 1,024 26 3 1,050
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●令第22条の３該当者の就学指定先 ●小学校における令第22条の３該当者数（令和元年５月１日）



２ 聴覚障害のある児童生徒の学びの場 （１）聴覚特別支援学校の現況と指導

聴覚特別支援学校の幼児児童生徒数の推移（学校別）

H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3

こばと聴覚 35 37 36 27 28 24 23 24 27

あわじ 0 1 1 1 0 0 0 0 0

豊岡聴覚 29 27 27 24 19 11 9 7 7

姫路聴覚 93 88 94 101 100 96 93 106 112

神戸聴覚 108 101 99 88 87 86 87 86 82
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R3は

← ７７％
← 24%

←120%

← 76%

姫路聴覚特別
支援学校以外
は 子 ど も の 数
が減っている。
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２ 聴覚障害のある児童生徒の学びの場 （１）聴覚特別支援学校の現況と指導

聴覚特別支援学校の幼児児童生徒数の推移（学部別）
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高等部
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幼稚部
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合計

聴覚特別支援学校の子ども数は減少傾向である。
専攻科はしばらく生徒が入学していない。
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２ 聴覚障害のある児童生徒の学びの場 （１）聴覚特別支援学校の現況と指導

聴覚特別支援学校の指導（特別支援学校小学部学習指導要領より）

⑴ 体験的な活動を通して、学習の基盤となる語句などについて的確な言語概念の形
成を図り、児童の発達に応じた思考力の育成に努めること。

⑵ 児童の言語発達の程度に応じて、主体的に読書に親しんだり、書いて表現したりす
る態度を養うよう工夫すること。

⑶ 児童の聴覚障害の状態等に応じて、音声、文字、手話、指文字等を適切に活用して、
発表や児童同士の話し合いなどの学習活動を積極的に取り入れ、的確な意思の相
互伝達が行われるよう指導方法を工夫すること。

⑷ 児童の聴覚障害の状態等に応じて、補聴器や人工内耳等の利用により、児童の保
有する聴覚を最大限に活用し、効果的な学習活動が展開できるようにすること。

⑸ 児童の言語概念や読み書きの力などに応じて、指導内容を適切に精選し、基礎的・
基本的な事項に重点を置くなど指導を工夫すること。

⑹ 視覚的に情報を獲得しやすい教材・教具やその活用方法等を工夫するとともに、コ
ンピュータ等の情報機器などを有効に活用し、指導の効果を高めるようにすること。
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２ 聴覚障害のある児童生徒の学びの場 （２）難聴特別支援学級の現況と指導

小・中学校難聴特別支援学級児童生徒数の推移

H28 H29 H30 H31 R2 R3

中学校 43 53 59 58 45 49

小学校 105 98 95 89 86 69

合計 148 151 154 147 131 118
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←114%

← 66%

小学校の難聴
特別支援学級
の 児 童 数 が
減っている。

20



２ 聴覚障害のある児童生徒の学びの場 （２）難聴特別支援学級の現況と指導

難聴特別支援学級の指導・支援（文部科学省 教育支援資料より）

• 小・中学校におけるものに加えて、特別な必要性に応じたものとしては、聴覚
活用に関すること、音声言語（話し言葉）の受容（聞き取り及び読話）と表出
（話すこと）に関することが主である。さらに必要に応じて、言語（語句、文、
文章）の意味理解や心理的問題、人間関係などの改善についての内容も取
り上げられる。

• 通常の学級と交流及び共同学習を行うとともに、障害により学習が困難な
内容（音読、外国語の発音、歌唱、器楽演奏等）については、個別指導によ
る指導を受けるなど、障害の程度に合わせた柔軟な対応を行う。
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情報保障のための支援の例
ＦＭ補聴システム、ノートテイク、指文字、簡単な手話、視覚支援（写真や動画、

文字情報など内容理解を補う視覚的な教材等を提示）、雑音の軽減 等

２ 聴覚障害のある児童生徒の学びの場 （３）通級による指導（難聴）

通級による指導（難聴・言語）を受ける児童生徒数の推移

H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2

中･難聴 8 7 15 13 5 9 8 6

中･言語 0 0 0 0 2 9 2 7

小･難聴 86 91 84 87 72 94 77 69

小･言語 278 260 314 342 321 361 294 252

合計 372 358 413 442 400 473 381 334
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２ 聴覚障害のある児童生徒の学びの場 （３）通級による指導（難聴）

通級による指導（難聴）を受ける児童生徒数の推移

H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2

中学校 8 7 15 13 5 9 8 6

小学校 86 91 84 87 72 94 77 69

合計 94 98 99 100 77 103 85 75
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難 聴 通 級 の
対 象 児 童 生
徒 は 減 少 傾
向にある。
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２ 聴覚障害のある児童生徒の学びの場 （３）通級による指導（難聴）

聴覚特別支援学校による通級による指導
指導目標の例
• イラストを見て、学校生活の中で出てくる意味のある言葉の名前を言うことができる。
• 授業時に、必要に応じて補聴器を装用できる。
• オージオグラムの見方や自分の聞こえ方を理解する。
• 他校に在籍する通級児童と文通することで、コミュニケーションの取り方を学ぶ。
• 補聴器の保守管理が自分でできる。
• 自分の補聴器や聞こえに興味・関心を持ったり、周りの大人に説明したりできる。
• 自分が困っていることや必要な配慮を相手に分かりやすく伝えられる。
• 自分の聞こえにくさを自覚する。
• わからない時や困った時に周囲に伝え、自ら支援を求められる。
• 自分の聞こえを理解し、情報を得るための工夫ができる。
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３ 聴覚特別支援学校のセンター的機能と研修

特別支援学校のセンター的機能

【センター的機能の例】
① 小・中学校等の教員への支援
② 特別支援教育等に関する相談・情報提供
③ 障害のある幼児児童生徒への指導・支援
④ 福祉、医療、労働などの関係機関等との

連絡・調整
⑤ 小・中学校等の教員に対する研修協力
⑥ 障害のある幼児児童生徒への施設設備

等の提供

特別支援学校

特別支援学校

福祉

大学

保育所

小学校

中学校

高等学校

幼稚園

労働

医療

学校教育法第７４条において、特別支援学校が幼稚園、小学校、
中学校、高等学校等の要請に応じて必要な助言や援助を行う
よう努めるものとされている。
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３ 聴覚特別支援学校のセンター的機能と研修

聴覚特別支援教育の研修

県立特別支援教育センターが開催する研修

• 新任特別支援学級担当教員等研修（難聴・言語障害学級担当講座）年３回

• 特別支援学校教員等を対象とした研修（初任者～３年目、5年目、10年目、15年目等）

聴覚特別支援学校が開催する研修（令和元年度）

• 神戸聴覚特別支援学校 6回（聴覚障害児の可能性を引き出す指導力UP講座 等）

• 姫路聴覚特別支援学校 6回（通級児童生徒在籍校担当者研修会、難聴理解啓発研修会 等）

• こばと聴覚特別支援学校 19回（保健師対象連携・研修会、公開講座「人工内耳最新事情」 等）

• 豊岡聴覚特別支援学校 4回（保健師、養護教諭対象の講習会「難聴児の理解と支援」 等）

• あわじ特別支援学校 5回（研修会「視覚障害、難聴、伝え方・生徒対応のポイント」 等）

• 各学校において、外部専門家（医師、大学教員、カウンセラー等）を招いた事例検討会 等
29


